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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
サ イ ク ル タ イ ム 毎 に 所 定 の 予 約 帯 域 を 割 り 当 て る こ と に よ っ て ス ト リ ー ム デ ー タ を 帯 域 保
証 し た 状 態 で 転 送 す る こ と が 可 能 な 帯 域 保 証 サ イ ク ル が 転 送 モ ー ド と し て 定 義 さ れ た 内 部
バ ス と 、
前 記 内 部 バ ス に 接 続 さ れ 、 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル を 用 い て ス ト リ ー ム デ ー タ の 送 信 ／ 受 信
を 行 う こ と が 可 能 な 複 数 の ノ ー ド と 、
前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル で 転 送 さ れ る ス ト リ ー ム デ ー タ を 受 信 し て い る 受 信 側 ノ ー ド か ら 前
記 内 部 バ ス 上 に 所 定 の 信 号 を 出 力 す る こ と に よ っ て 、 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル に よ っ て 前 記
ス ト リ ー ム デ ー タ を 送 信 し て い る 送 信 側 ノ ー ド に 、 前 記 ス ト リ ー ム デ ー タ の 送 信 を 停 止 さ
せ る 手 段 と を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る デ ー タ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 ス ト リ ー ム デ ー タ の 送 信 が 停 止 さ れ た 前 記 送 信 ノ ー ド は 、 次 の サ イ ク ル タ イ ム を 待 っ
て 、 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル に よ る ス ト リ ー ム デ ー タ の 送 信 を 再 開 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ 記 載 の デ ー タ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 内 部 バ ス に は 、 現 在 実 行 中 の バ ス サ イ ク ル の 終 結 を 示 す た め の 信 号 線 が 含 ま れ て お り
、
前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル で 転 送 さ れ る ス ト リ ー ム デ ー タ を 受 信 し て い る 受 信 側 ノ ー ド は 、 前
記 信 号 線 を ア ク テ ィ ブ に す る こ と に よ っ て 、 前 記 送 信 ノ ー ド に よ る ス ト リ ー ム デ ー タ の 送
信 を 停 止 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の デ ー タ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 受 信 側 ノ ー ド は 、 前 記 内 部 バ ス か ら 受 信 し た ス ト リ ー ム デ ー タ を 一 時 的 に 蓄 積 す る た
め の 受 信 バ ッ フ ァ と 、 前 記 受 信 バ ッ フ ァ の 蓄 積 デ ー タ 量 が 所 定 値 を 越 え た か 否 か を 検 出 す
る 手 段 と を 具 備 し 、 前 記 受 信 バ ッ フ ァ の 蓄 積 デ ー タ 量 が 所 定 値 を 越 え た と き 、 前 記 内 部 バ
ス 上 に 前 記 所 定 の 信 号 を 出 力 す る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の
デ ー タ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル は 、 同 一 チ ャ ネ ル 番 号 が 割 り 当 て ら れ た 送 信 側 ノ ー ド と 受 信 側 ノ ー



ド と の 間 で ピ ア ツ ー ピ ア 形 式 で 直 接 的 に 実 行 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の デ ー
タ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
サ イ ク ル タ イ ム 毎 に 所 定 の 予 約 帯 域 を 割 り 当 て る こ と に よ っ て ス ト リ ー ム デ ー タ を 帯 域 保
証 し た 状 態 で 転 送 す る こ と が 可 能 な 帯 域 保 証 サ イ ク ル が 転 送 モ ー ド と し て 定 義 さ れ た 内 部
バ ス と 、
前 記 内 部 バ ス に 接 続 さ れ 、 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル を 用 い て ス ト リ ー ム デ ー タ の 送 信 ／ 受 信
を 行 う こ と が 可 能 な 複 数 の ノ ー ド と 、
同 一 チ ャ ネ ル 番 号 が 割 り 当 て ら れ た ノ ー ド 間 で 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル に よ る デ ー タ 転 送 が
ピ ア ツ ー ピ ア 形 式 で 実 行 さ れ る よ う に 、 前 記 内 部 バ ス に 接 続 さ れ た 複 数 の ノ ー ド そ れ ぞ れ
に チ ャ ネ ル 番 号 を 割 り 当 て る 手 段 と 、
前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル で 転 送 さ れ る ス ト リ ー ム デ ー タ を 受 信 し て い る 受 信 側 ノ ー ド か ら 前
記 内 部 バ ス 上 に 所 定 の 信 号 を 出 力 す る こ と に よ っ て 、 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル に よ っ て 前 記
ス ト リ ー ム デ ー タ を 送 信 し て い る 送 信 側 ノ ー ド に 、 前 記 ス ト リ ー ム デ ー タ の 送 信 を 停 止 さ
せ る 手 段 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る デ ー タ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
サ イ ク ル タ イ ム 毎 に 所 定 の 予 約 帯 域 を 割 り 当 て る こ と に よ っ て ス ト リ ー ム デ ー タ を 帯 域 保
証 し た 状 態 で 転 送 す る こ と が 可 能 な 帯 域 保 証 サ イ ク ル と 、 バ ス マ ス タ か ら の バ ス ア ク セ ス
要 求 に 応 じ て 、 前 記 予 約 帯 域 以 外 の 期 間 中 に 転 送 サ イ ク ル を 非 同 期 で 実 行 す る 非 同 期 転 送
サ イ ク ル と が 、 転 送 モ ー ド と し て 定 義 さ れ た 内 部 バ ス と 、
前 記 内 部 バ ス に 接 続 さ れ 、 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル ま た は 非 同 期 転 送 サ イ ク ル を 用 い て デ ー
タ の 送 信 ／ 受 信 を 行 う こ と が 可 能 な 複 数 の ノ ー ド と 、
同 一 チ ャ ネ ル 番 号 が 割 り 当 て ら れ た ノ ー ド 間 で 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル に よ る デ ー タ 転 送 が
ピ ア ツ ー ピ ア 形 式 で 実 行 さ れ る よ う に 、 前 記 内 部 バ ス に 接 続 さ れ た 複 数 の ノ ー ド そ れ ぞ れ
に チ ャ ネ ル 番 号 を 割 り 当 て る 手 段 と 、
前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル で 転 送 さ れ る ス ト リ ー ム デ ー タ を 受 信 し て い る 受 信 側 ノ ー ド か ら 前
記 内 部 バ ス 上 に 所 定 の 信 号 を 出 力 す る こ と に よ っ て 、 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル に よ っ て 前 記
ス ト リ ー ム デ ー タ を 送 信 し て い る 送 信 側 ノ ー ド に 、 前 記 ス ト リ ー ム デ ー タ の 送 信 を 停 止 さ
せ る 手 段 と を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る デ ー タ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
サ イ ク ル タ イ ム 毎 に 所 定 の 予 約 帯 域 を 割 り 当 て る こ と に よ っ て ス ト リ ー ム デ ー タ を 帯 域 保
証 し た 状 態 で 転 送 す る こ と が 可 能 な 帯 域 保 証 サ イ ク ル と 、 バ ス マ ス タ か ら の バ ス ア ク セ ス
要 求 に 応 じ て 、 前 記 予 約 帯 域 以 外 の 期 間 中 に 転 送 サ イ ク ル を 非 同 期 で 実 行 す る 非 同 期 転 送
サ イ ク ル と が 、 転 送 モ ー ド と し て 定 義 さ れ た 内 部 バ ス と 、
前 記 内 部 バ ス に 接 続 さ れ 、 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル ま た は 非 同 期 転 送 サ イ ク ル を 用 い て デ ー
タ の 送 信 ／ 受 信 を 行 う こ と が 可 能 な 複 数 の ノ ー ド と 、
前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル を 用 い て ス ト リ ー ム デ ー タ を 送 信 し て い る 送 信 側 ノ ー ド か ら の バ ス
ア ク セ ス 要 求 に 応 じ て 、 前 記 非 同 期 転 送 サ イ ク ル の た め の バ ス 使 用 権 を 前 記 送 信 側 ノ ー ド
に 割 り 当 て る 手 段 と を 具 備 し 、
前 記 送 信 側 ノ ー ド か ら 受 信 側 ノ ー ド へ の 前 記 ス ト リ ー ム デ ー タ の 送 信 を 、 前 記 予 約 帯 域 以
外 の 期 間 中 に も 実 行 で き る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る デ ー タ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル は 、 同 一 チ ャ ネ ル 番 号 が 割 り 当 て ら れ た 送 信 側 ノ ー ド と 受 信 側 ノ ー
ド と の 間 で ピ ア ツ ー ピ ア 形 式 で 直 接 的 に デ ー タ 転 送 を 行 う ス ト リ ー ム ア ク セ ス モ ー ド に よ
っ て 実 行 さ れ 、
前 記 送 信 側 ノ ー ド は 、 前 記 非 同 期 転 送 サ イ ク ル の た め の バ ス 使 用 権 が 与 え ら れ た 場 合 に は
、 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル で 使 用 し て い る チ ャ ネ ル 番 号 と 同 一 の チ ャ ネ ル 番 号 に よ っ て 受 信
側 ノ ー ド を 指 定 す る こ と に よ っ て 、 前 記 予 約 帯 域 以 外 の 期 間 中 に 前 記 ス ト リ ー ム ア ク セ ス
モ ー ド を 用 い て 前 記 ス ト リ ー ム デ ー タ を 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の デ ー タ
処 理 装 置 。

(2) JP 2000-341306 A5 2004.10.7



【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 送 信 側 ノ ー ド は 、 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル に よ っ て 送 信 す べ き ス ト リ ー ム デ ー タ を 一 時
的 に 蓄 積 す る た め の 送 信 バ ッ フ ァ と 、 前 記 送 信 バ ッ フ ァ の 蓄 積 デ ー タ 量 が 所 定 値 を 越 え た
か 否 か を 検 出 す る 手 段 と を 具 備 し 、 前 記 送 信 バ ッ フ ァ の 蓄 積 デ ー タ 量 が 所 定 値 を 越 え た と
き 、 前 記 バ ス ア ク セ ス 要 求 を 発 行 す る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記
載 の デ ー タ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】

【 請 求 項 １ ２ 】
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サ イ ク ル タ イ ム 毎 に 所 定 の 予 約 帯 域 を 割 り 当 て る こ と に よ っ て ス ト リ ー ム デ ー タ を 帯 域 保
証 し た 状 態 で 転 送 す る こ と が 可 能 な 帯 域 保 証 サ イ ク ル が 転 送 モ ー ド と し て 定 義 さ れ た 内 部
バ ス を 有 す る 装 置 に 適 用 さ れ る バ ス 制 御 方 法 で あ っ て 、
前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル で 転 送 さ れ る ス ト リ ー ム デ ー タ を 受 信 し て い る 受 信 側 ノ ー ド か ら 前
記 内 部 バ ス 上 に 所 定 の 信 号 を 出 力 し 、
前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル に よ っ て 前 記 ス ト リ ー ム デ ー タ を 送 信 し て い る 送 信 側 ノ ー ド に 、 前
記 ス ト リ ー ム デ ー タ の 送 信 を 停 止 さ せ る こ と を 特 徴 と す る バ ス 制 御 方 法 。

サ イ ク ル タ イ ム 毎 に 所 定 の 予 約 帯 域 を 割 り 当 て る こ と に よ っ て ス ト リ ー ム デ ー タ を 帯 域 保
証 し た 状 態 で 転 送 す る こ と が 可 能 な 帯 域 保 証 サ イ ク ル と 、 バ ス マ ス タ か ら の バ ス ア ク セ ス
要 求 に 応 じ て 、 前 記 予 約 帯 域 以 外 の 期 間 中 に 転 送 サ イ ク ル を 非 同 期 で 実 行 す る 非 同 期 転 送
サ イ ク ル と が 、 転 送 モ ー ド と し て 定 義 さ れ た 内 部 バ ス を 有 す る 装 置 に 適 用 さ れ る バ ス 制 御
方 法 で あ っ て 、
前 記 内 部 バ ス 上 で 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル が 実 行 さ れ て い る 期 間 中 に 前 記 内 部 バ ス 上 の ノ ー
ド か ら 前 記 バ ス ア ク セ ス 要 求 が 発 行 さ れ た と き 、 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル の 予 約 帯 域 中 に 前
記 非 同 期 転 送 サ イ ク ル を 挿 入 し 、
前 記 非 同 期 転 送 サ イ ク ル の 終 了 後 に 前 記 帯 域 保 証 サ イ ク ル の 残 り の 部 分 を 実 行 す る こ と を
特 徴 と す る バ ス 制 御 方 法 。
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